
社会保険事業状況（平成19年9月現在） 
 

 

Ⅱ 年金保険 

 

１．総括 

 
(1) 適用状況 

 平成19年9月末現在の国民年金の被保険者数は、第1号被保険者が2,016万人（対前年同

月比90万人、4.3％減）、任意加入被保険者が33万人、第2号被保険者（厚生年金保険のみ）

が3,466万人、第3号被保険者が1,070万人（対前年同月比16万人、1.5％減）で、これらを

合計すると6,585万人である。このほか共済組合（旧共済分を除く。以下同じ。）の加入

者数は平成18年3月末現在で460万人である。 

 

 

 

図Ⅱ－１ 国民年金第１号被保険者数（任意加入を含む）の推移 
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注）不適正事案の影響を排除していない数値を含む。（平成18年3月末を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 



図Ⅱ－２ 国民年金第３号被保険者数の推移 
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平成19年9月末現在の厚生年金保険の適用事業所数（船舶所有者数は含まない。）は17

0万事業所で、前年同月に比べて4万事業所増加しており、船舶所有者数は5,401で前年同

月に比べて124減少している。また、厚生年金保険の被保険者数は3,466万人となっており、

前年同月に比べて87万人（2.6％）増加している。その内訳をみると、一般男子が2,253

万人、女子が1,206万人、坑内員が1千人、船員が6万人である。 

 

 

図Ⅱ－３ 厚生年金保険適用事業所数の推移 
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図Ⅱ－４ 厚生年金保険被保険者数の推移 
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厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額の平均（任意継続被保険者を含む。）は31万3,

933円（対前年同月比0.2％減）で、船員を除くと 31万3,815円（対前年同月比0.2％減）、

船員は38万1,006円（対前年同月比1.8％増）である。また、一般男子は35万8,549円（対

前年同月比0.3％減）、女子は23万0,253円（対前年同月比0.6％増）、坑内員は35万9,42

9円（対前年同月比1.5％増）である。なお、毎月勤労統計調査によると、平成19年9月の

規模5人以上の事業所が常用労働者にきまって支給する給与の平均は26万8,991円（対前年

同月比1.2％減）である。 

厚生年金保険のうち旧共済分の適用状況については、適用事業所数は6,355事業所（う

ち船舶所有者数2）、被保険者数は73万1千人（うち船員127人）に、標準報酬月額の平均

（船員を除く）は34万9,037円（一般男子39万1,956円、女子24万5,407円）、船員は53万1,

260円である。 

厚生年金保険のうち、賞与の状況については、適用事業所数は5万事業所、被保険者数

は80万人、標準賞与額の平均は24万円。 

 

（２）受給者数 

 平成19年9月末現在における厚生年金保険（旧共済分を含む。）及び国民年金（老齢福

祉年金を除く。）の受給者数の合計は延べ5,003万人（対前年同月比206万人、4.3％増）

で、新法厚生年金と基礎年金の重複を除くと3,729万人（対前年同月比100万人、2.8％増）



となっている。また、老齢福祉年金受給者数は2万人である。このほか共済組合の受給者

数が平成18年3月末現在で355万人となっている。 

厚生年金保険の受給者数は2,461万人（旧法厚年分343万人、新法厚年分2,038万人、旧

法船保分7万人、旧共済分73万人）で前年同月に比べて105万人（4.5％）増加している。 

このうち、老齢給付の受給者数は1,991万人（旧法厚年分265万人、新法厚年分1,666万

人、旧法船保分4万人、旧共済分56万人）で、うち退職者は1,832万人、在職者は159万人

である。また、新法厚年分のうち、特別支給の老齢厚生年金の定額部分（以下「定額部分」

という。）も老齢基礎年金も受給していないいわゆる「基礎及び定額なし」は128万人で、

定額部分または老齢基礎年金を受給しているいわゆる「基礎または定額あり」は1,538万

人である。「基礎または定額あり」のうち、定額部分を支給停止とし（昭和16年4月1日以

前生まれのものは「報酬比例部分」も支給停止。）老齢基礎年金を繰り上げるいわゆる「基

礎全部繰上げ」は67万人で、定額部分と老齢基礎年金を一体的に繰り上げるいわゆる「基

礎一部繰上げ」は19万人となっている。 

また、障害給付は36万人（旧法厚年分8万人、新法厚年分28万人、旧法船保分2千人、旧

共済分6千人）、遺族給付は435万人（旧法厚年分71万人、新法厚年分345万人、旧法船保

分2万3千人、旧共済分17万人）である。なお、平成19年9月の老齢年金（老齢相当をいう。

以下同じ。）の新規裁定者数は4万人（旧法厚年分19人、新法厚年分4万4千人、旧法船保

分0人、旧共済分が40人）である。 

 船員保険（新法職務上）受給者数は2,185人である。 

 国民年金（旧法拠出制年金と基礎年金の計）の受給者数は2,542万人（旧法拠出制410

万人、基礎年金2,132万人）で前年同月と比べて101万人（4.2％）増加している。これら

のうち老齢給付の受給者（旧法の老齢年金・通算老齢年金及び老齢基礎年金の合計）は2,

370万人で、前年同月に比べて98万人（4.3％）増加している。なお、旧法老齢年金受給権

者及び厚生年金の受給権を有しない老齢基礎年金受給権者について繰上げ受給の状況を

みると、9月は新規裁定者1万9千人のうち繰上受給権者が4千人となっており、繰上げ受給

率は21.7％である。なお、平成18年度新規裁定者の繰上げ受給率は19.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 



 

図Ⅱ－５ 厚生年金保険受給者数の推移 
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図Ⅱ－６ 国民年金受給者数の推移 
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（３）年金額 

 平成19年9月末現在における厚生年金保険、船員保険及び国民年金（老齢福祉年金を除

く。）の受給者の年金総額の合計は40兆6千億円（基金代行支給分を除くと39兆3千億円）

で、前年同月と比べて1兆円（2.5％）増加している。年金総額の内訳は、厚生年金保険が

24兆4千億円（旧法厚年分4兆円、新法厚年分19兆1千億円、旧法船保分1千4百億円、旧共

済分1兆1千億円）で、国民年金（旧法拠出制年金と基礎年金の計）が16兆2千億円（旧法

拠出制年金が1兆6千億円、基礎年金が14兆5千億円）である。 

 老齢福祉年金は1百億円である。このほか共済組合の受給権者の年金総額は平成18年3

月末現在で6兆6千億円である。 

 船員保険（新法職務上）の受給者の年金総額は45億円である。 

平成19年9月の老齢年金新規裁定者（受給者）の平均年金月額（基金代行分及び併給す

る基礎年金分を含む。以下同じ。）は、厚生年金保険では7万8,471円（基金代行分を除く

と6万9,836円）である。また、国民年金では4万8,353円である。 

平成19年9月末現在の老齢年金受給者の平均年金月額は、厚生年金保険では16万3,200

円（基金代行分を除くと15万5,035円）であり、この内訳は、旧法厚年分が15万5,248円、

新法厚年分が16万3,622円、旧法船保分が23万7,516円、旧共済分が17万4,800円である。

また、国民年金では5万3,412円であり、この内訳は、旧法老齢年金が3万9,540円、老齢基

礎年金が5万5,257円である。 

 また、平成10年4月より60歳台前半の老齢厚生年金について雇用保険の給付との調整が

行われており、平成10年4月以降に老齢厚生年金の新規裁定が行われた者のうち、退職し

ていて失業給付を受けている者は老齢厚生年金が全額支給停止となり、在職していて高年

齢雇用継続給付を受けている者はその間、賃金との調整による老齢厚生年金の支給停止に

加えて、高年齢雇用継続給付との調整により老齢厚生年金が支給停止となる。 

平成19年9月末現在における失業給付との調整に該当する受給権者数は5万9千人、支給

停止年金総額は550億円であり、高年齢雇用継続給付との併給調整に該当する受給権者数

は19万6千人、支給停止年金総額は271億円となっている。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第Ⅱ－１表 雇用保険の給付と老齢厚生年金との調整 

 

失業給付

件数（件） 支給停止年金総額（千円） 平均停止月額（円）

計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当

平成 19年 4 月 47,588 40,638 6,950 46,198,280 44,160,897 2,037,383 80,900 90,557 24,429

5 月 48,116 41,184 6,932 45,298,016 43,313,507 1,984,510 78,453 87,642 23,857

6 月 55,482 47,421 8,061 51,336,454 49,085,093 2,251,361 77,107 86,258 23,274

7 月 58,223 49,716 8,507 53,430,064 51,070,528 2,359,536 76,473 85,604 23,114

8 月 62,742 53,439 9,303 57,601,787 55,007,269 2,594,518 76,506 85,779 23,241

9 月 58,914 50,503 8,411 54,991,816 52,636,678 2,355,138 77,785 86,854 23,334

高年齢雇用継続給付

件数（件） 支給停止年金総額（千円） 平均停止月額（円）

計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当

平成 19年 4 月 180,246 173,250 6,996 25,850,058 25,031,386 818,672 11,951 12,040 9,752

5 月 178,890 172,122 6,768 25,398,970 24,620,112 778,859 11,832 11,920 9,590

6 月 182,662 176,054 6,608 25,728,243 24,975,755 752,488 11,738 11,822 9,490

7 月 186,818 180,320 6,498 26,082,897 25,350,435 732,462 11,635 11,715 9,393

8 月 194,922 188,448 6,474 26,938,578 26,220,790 717,788 11,517 11,595 9,239

9 月 196,268 189,977 6,291 27,127,659 26,424,919 702,740 11,518 11,591 9,309

 

 

 

 

 


